
広島中央労働基準監督署への告発にあたっ
て

04年7月13日、労基局へ告発

サービス残業根絶めざして：広島大学の闘い
広島大学教職員組合

「ひろば」04年6月16日号 「ひろば」04年7月6日号

「ひろば」04年8月11日号

2005年度『時間外労働協定』
・１ヶ月４２時間まで。特別時間外労働は１ヶ月
　７０時間まで。
・労働者代表への残業実績の通知を義務づけ
・３月に１回程度の状況確認協議を義務づけ

これに基づいて４月の残業実績(下の文書参照）を出させましたが、
最大職員数の東広島事業場、霞事業場で再び労使協定（最大で１ヶ月
７０時間）を超える残業＝違法残業が 判明しました。正確に労働時
間の実績を出せば、「財政的手当をするか」「仕事を大幅に削減する
か」以外に、違法残業を解消する手段がないことが自明と なってく
るでしょう。


